
資源物としての「カン」を収集するとき、スプレー缶等が混ざっていることがあります。 

スプレー缶やカセット式ボンベは必ず使い切ってから、「燃やさないごみ」の指定袋

に入れて出しましょう！ 

火気がなく、風通しの良い屋外で、中のガスを必ず使いきってから出しましょう。「ガ

ス抜きキャップ」等を使用して出し切ってください。 
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分別が間違っているごみには左図のようなシールを貼って

出しなおしをお願いしております。 

今回は間違えやすいごみについてお知らせいたします。 

紙 類 

雑がみを出す際は、写真のように

紙袋にいれるか、雑誌にはさむか、

ひもで縛って出してください 

出し方 

プラスチック製容器包装類 

上記のマークのあるものが 

プラスチック製容器包装類です 
ペットボトル お菓子の袋 トレイ類 ボトル類 キャップ類 発泡スチロール 

緩衝材類 
レジ袋 

市川市では、プラスチック製の容器と包装を集めてリサ

イクルしています。汚れたものは燃やすごみへ 

ごみ集積所に出される「プラスチック製容器包装用指定袋」の中にプラスチック製の商品（洗面器、タッパ

ー、まな板、ハンガーなど）が混ざって入れられています。 

これらプラスチック製の商品は、「燃やすごみ」になります。 

また、プラスチック製の商品の中でも１８リットル以上の灯油ポリタンク、衣装ケース、プランターなどは

「大型ごみ」になります。 

ビ ン ・ カ ン ビンとカンは、資源物（ビン・カン・紙類・布類）の収

集日にそれぞれ透明・半透明の袋に入れて出してください。 

「ビン」「カン」が一緒の袋に入ってごみに出されていることがありま

す。ビンとカンはリサイクルのルートが異なりますので、別々の透明・

半透明の袋に入れて出してください。 

封筒、紙袋、プリント類 ティッシュ等空き箱 ラップ類の箱・芯 

その他包装紙、カレンダー、パンフレット、トイレットペーパー

の芯なども雑がみです 

雑がみの種類 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※プラスチック製商品そのものは、プラスチック製容器包装類の対象外となり、             

容器包装と併せたリサイクルができないため、「燃やすごみ」として出してください。 

 なお、プラスチック製容器包装類は   ・   のマークのあるものが対象になります。 

「プラスチック製容器包装類」のアンケートの結果を公表します 

３Ｒ推進月間のイベントの一つ「プラスチック製容器包装類に関するアンケートとわなげ」    

（平成２７年１０月１７日（土）生涯学習センター）で行いましたアンケート結果の一部を紹介します。 

 

ペットボトルの出し方について 

正解は「キャップをはずして」 

「ラベルをはがして」 

「中を軽くすすいで」 

「つぶす」      のすべてです。 

正解者は全体の２８％と少数。あと少しだけ 

手をかけるだけでパーフェクトです。 

Ｑ.プラスチック製のまな板の分別は？ 

Ａ.「燃やすごみ」※ 

以前のアンケートから正解率はアップ！ 

これからも分別にご協力ください。 

「キャップをはずしている」、「ラベルをはがしている」、「中を軽くすすいでいる」、

「つぶしている」の全てを行うと回答した人は 40 名。 

（全回答者数：145 名） 

 
 

 

正しく分別して、指定ごみ袋に入れましょう 

○正しく分別する。 

○収集日の午前 8 時までに決められたごみ集積所に出す。 

○「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「プラスチック製容器包装類」は 

本市の指定袋で出す。 
 

市川市のごみ出しルール 

プロパンガスボンベは、 

 プロパンガス取扱店、 

 千葉県ＬＰガス協会市川支部 

（℡０４７－３５８－２０１１）へ相談 

過去に、燃やさないごみに混入した

プロパンガスボンベが、クリーン   

センター内で爆発し、甚大な被害が 

発生しています。 

 

 一般のごみとして、絶対に出さない

でください。 

要注意！ 

指定ごみ袋以外で出された場合、収集は

できません。 

「ごみの分別排出の徹底」、「ごみの減

量・資源化の推進」、「収集作業の安全性と

効率性の確保」を目的に平成 11 年 10 月

から指定袋制を導入し、ご家庭から収集さ

れる 1 人 1 日あたりのごみの量も減少して

いますので、今後も継続していく方針です。 

 


